
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

ー

規

則

の

一

部

を

改

教

育

委

員

会

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

局

の

組

織

及

び

事

務

〃

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則

の

〃

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

教

育

職

員

の

免

許

状

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

安

全

衛

生

管

理

規

程

〃

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

〃

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成３１年３月３１日 号 外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
道
徳
（
小
学
校
に
あ
っ
て
は
、
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳

」
を
「
特
別
の
教

）

科
で
あ
る
道
徳
」
に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

「
課
長

参
事
」

第
四
条
中
「
課
長
」
を

第
五
条
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
重
要
事
項
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３１年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
年
金
班
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
に
社
会
教
育
主
事
を

」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

、

第
七
条
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
道
徳
」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
る
。

，
道

徳

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３１年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
九
号
、
第
四
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
八
号
」
に

「
第
十
条
の
表
の
備
考
第
二
号
」
を
「
第

、

九
条
の
表
の
備
考
第
三
号
」
に

「
他
の
教
職
又
は
」
を
「
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
、
他
の
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
、
他
の
養
護
教
諭
及
び

、

栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
他
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
五
中
「
附
則
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
八
項
又
は
第
十
九
項
」
を
「
第
十
七
項
又
は
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
項
後
段
」
を
「
第
十
七
項
後
段
」
に

「
第
十
九
項
後
段
」
を
「
第
十
八
項
後
段
」

、

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）

別
表
第
二

一

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

イ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

領
域
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

の
内
容

科
目

科
目
等
又
は

保
育
内
容
の

教
育
の
基
礎

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す

指
導
法
に
関

的
理
解
に
関

る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的

す
る
科
目

す
る
科
目

な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

幼
児
理
解
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

平成３１年３月３１日　岡山県公報　号外



外
の
も
の

法
又
は
教
育

相
談
（
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ

に
関
す
る
基

礎
的
な
知
識

を
含
む

）
。

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

幼
稚
園
教
諭

一
種
免
許
状

五

四

二
〇

四

一
〇

一

六

四
五

六

四

一
八

四

九

一

五

四
〇

七

三

一
六

四

八

一

五

三
五

八

三

一
四

三

七

一

四

三
〇

九

二

一
三

三

七

一

四

二
五

一
〇

二

一
一

三

六

一

三

二
〇

一
一

一

九

三

五

一

三

一
五

一
二

一

七

二

三

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

五

三
〇

六

一
三

二

四
五

七

四

二
七

六

一
二

二

四
〇

八

四

二
四

六

一
一

二

三
五

九

三

二
一

五

九

二

三
〇

一
〇

三

一
八

四

八

一

二
五

一
一

二

一
五

三

七

一

二
〇

一
二

二

一
二

三

五

一

一
五

一
三

一

九

二

四

一

一
〇
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免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

幼
稚
園
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

二

一
二

三

六

一

六

二
五

四

二

一
〇

三

五

一

五

二
〇

五

二

九

三

五

一

三

一
五

六

一

七

二

三

一

二

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独

自
に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科

目
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と

す
る
。

二

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の
の
単
位
は
、
保
育
内
容
の
指

導
法
に
関
す
る
科
目
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

）
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
又
は
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
し
、
幼
児
理
解
の
理
論
及
び
方

。

法
又
は
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
を
含
む

）
の
理
論
及
び
方
法
に
係
る
部
分
の
単
位
は
、
幼
児
理
解
の
理
論
及
び
方
法
並
び
に
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す

。

る
基
礎
的
な
知
識
を
含
む

）
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

。

四

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
以
外

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

内
容

科
目

科
目
等
又
は

各
教
科
の
指

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
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導
法
に
関
す

的
理
解
に
関

科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な

る
科
目

す
る
科
目

学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等

に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
、
教
育
相

談
（
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に

関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を

含
む

）
の

。

理
論
及
び
方

法
又
は
進
路

指
導
及
び
キ

ャ
リ
ア
教
育

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

小
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

四

二
一

四

一
一

二

五

四
五

六

四

一
九

四

一
〇

二

五

四
〇

七

三

一
七

三

九

二

四

三
五

八

三

一
五

三

八

一

四

三
〇

九

二

一
三

三

七

一

三

二
五

一
〇

二

一
一

三

六

一

三

二
〇

一
一

一

九

二

五

一

二

一
五

一
二

一

七

一

四

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

四

二
九

六

一
三

四

二

四
五

七

四

二
六

五

一
二

三

二

四
〇
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八

三

二
三

四

一
〇

三

二

三
五

九

三

二
〇

四

九

三

二

三
〇

一
〇

二

一
七

三

八

二

一

二
五

一
一

二

一
四

三

六

二

一

二
〇

一
二

一

一
一

二

五

一

一

一
五

一
三

一

八

二

四

一

一

一
〇

中
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

一
〇

一
六

四

六

二

四

四
五

六

九

一
四

四

五

二

四

四
〇

七

八

一
三

四

五

二

三

三
五

八

七

一
一

三

四

一

三

三
〇

九

六

一
〇

三

四

一

三

二
五

一
〇

五

八

三

三

一

三

二
〇

一
一

四

七

二

三

一

二

一
五

一
二

三

五

一

二

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

一
〇

二
一

六

四

四

四

四
五

七

九

一
九

六

四

四

四

四
〇

八

八

一
七

五

三

三

三

三
五

九

七

一
五

四

三

三

三

三
〇

一
〇

六

一
二

三

二

二

二

二
五

一
一

五

一
〇

三

二

二

二

二
〇

一
二

四

八

三

二

二

一

一
五
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一
三

三

六

二

一

一

一

一
〇

高
等
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

五

一
〇

一
二

四

三

二

八

四
五

六

九

一
一

四

三

二

七

四
〇

七

八

一
〇

四

三

二

七

三
五

八

七

九

三

二

二

六

三
〇

九

六

七

三

二

一

五

二
五

一
〇

五

六

三

二

一

四

二
〇

一
一

四

五

二

一

一

四

一
五

一
二

三

四

一

一

一

三

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

小
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

二

一
三

三

七

一

五

二
五

四

二

一
一

三

六

一

四

二
〇

五

一

九

二

五

一

三

一
五

六

一

七

一

四

一

二

一
〇

中
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

六

一
〇

三

四

一

四

二
五

四

五

八

三

三

一

三

二
〇

五

四

七

二

三

一

三

一
五

六

三

五

一

二

一

二

一
〇

高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

五

七

三

二

一

八

二
五

四

四

六

二

一

一

六

二
〇
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五

四

五

二

一

一

五

一
五

六

三

四

一

一

一

三

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

保
健
の
教
科
に
つ
い
て
の
中
学
校
教
諭

三

六

一
〇

三

四

一

四

二
五

の
一
種
免
許
状

四

五

八

三

三

一

三

二
〇

五

四

七

二

三

一

三

一
五

六

三

五

一

二

一

二

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独
自

に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

単
位
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
免
許
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上

を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
単
位
数
が
十
単
位
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
未
満
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
一
以
上
の
科
目
に
つ

い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
以
上
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
免
許
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上

を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
単
位
数
が
十
単
位
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
未
満
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
一
以
上
の
科
目
に
つ

い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
以
上
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
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状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許

状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
科
目
又
は
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
又
は
事
項
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

小
学
校
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

(イ)

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動
の
指
導
法
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

）
の
事
項

。

(ロ)
ロ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

(イ)

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法
、
特
別
活
動
の
指
導
法
並
び
に
教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む

）
の
事
項

。

(ロ)

五

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法
、
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知

識
を
含
む

）
の
理
論
及
び
方
法
又
は
進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法
に
係
る
部
分
の
単
位
は
、
生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法
、
教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な

。

知
識
を
含
む

）
の
理
論
及
び
方
法
並
び
に
進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法
の
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

。

六

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
十
四
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

免
許
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
他
の
教
科
に
つ
い
て

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

て
の
免
許
状
の
種
類

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

中
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

二
〇

八

二
種
免
許
状

一
〇

三
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高
等
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

二
〇

四

備
考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三

免
許
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

す
る
科
目
の
内
容

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

科
目

科
目
等
又
は

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な
学

各
教
科
の
指

的
理
解
に
関

習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関

導
法
に
関
す

す
る
科
目

す
る
科
目

る
科
目

、

下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

外
の
も
の

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識

を
含
む

）
の
理
論
及
び
方

。

法
又
は
進
路
指
導
及
び
キ
ャ

リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法

に
係
る
部
分

中
学
校
に
お
い
て

一
種
免
許
状

三

一
〇

五

一

二

一

一
五

職
業
実
習
を
担
任

す
る
教
諭

四

五

五

一

二

一

一
〇

二
種
免
許
状

六

一
〇

一
〇

三

二

二

二
〇

七

八

七

三

二

二

一
五

八

五

五

二

一

一

一
〇

高
等
学
校
に
お
い
て
看
護
実
習
、
家
庭

三

五

五

一

一

一

一
〇

実
習
、
情
報
実
習
、
農
業
実
習
、
工
業

実
習
、
商
業
実
習
、
水
産
実
習
、
福
祉

実
習
又
は
商
船
実
習
を
担
任
す
る
教
諭

の
一
種
免
許
状
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免
許
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

中
学
校
に
お
い
て
職
業
実
習
を
担
任
す

六

五

五

二

一

一

一
〇

る
教
諭
の
二
種
免
許
状

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目

の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎

的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
、
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

イ

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

免
許
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
ル
に
掲
げ
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
表
の
備
考
第
一
号
ヲ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヲ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
未
満
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
同
号
ヲ
か
ら
ネ
ま
で

に
掲
げ
る
科
目
の
数
が
五
以
上
の
免
許
教
科
に
あ
つ
て
は
二
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
に
関
す
る
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四

免
許
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

養
護
に
関

養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容

養
護
教
諭

養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の

大
学
が
独

最

低

修

す
る
科
目

・
栄
養
教

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

自
に
設
定

得

単

位

諭
の
教
育

す
る
科
目
等
の
内
容

す
る
科
目

数

の
基
礎
的

理
解
に
関

す
る
科
目

等

衛
生
学
・

「
学
校
保

栄

養

学

看

護

学

教
育
の
基
礎

道
徳
・
総

公
衆
衛
生

健
、
養
護

（
食
品
学

（
臨
床
実

的
理
解
に
関

合
的
な
学

学
（
予
防

概
説
」

を
含
む

習
及
び
救

す
る
科
目

習
の
時
間

。
）
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医
学
を
含

急
処
置
を

等
の
内
容

む

）

含
む

）

及
び
生
徒

。

。

指
導
、
教

育
相
談
等

に
関
す
る

科
目

養
護
教
諭

一
種
免
許
状

三

八

一

一

一

一

六

二

二

二

二
〇

四

七

一

一

一

一

五

二

二

一

一
五

五

六

一

一

一

一

四

一

二

一
〇

二
種
免
許
状

六

一
四

二

二

二

二

八

三

四

二

三
〇

七

一
二

二

二

二

二

七

三

四

二

二
五

八

一
〇

二

二

二

二

六

二

二

一

二
〇

九

八

一

一

一

一

五

二

二

一

一
五

一
〇

六

一

一

一

一

四

一

二

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
表
の
備
考
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

養
護
教
諭

一
種
免
許
状

一

四

一

一

一

一

三

一

一

二

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

養
護
教
諭

一
種
免
許
状

一

四

一

一

一

一

三

一

一

一
〇

二
種
免
許
状

四

一

一

一

一

三

一

一

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
欄
及
び
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単

位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の

と
し
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
に
つ
い
て
は
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
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位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

養
護
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
ほ
か
、
健
康
相
談
活
動
の
理
論
・
健
康
相
談
活
動
の
方
法
、
解
剖
学
・
生
理
学
、
微
生
物
学
、
免
疫
学
、
薬

理
概
論
及
び
精
神
保
健
の
各
科
目
に
よ
り
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
「
学
校
保
健
、
養
護
概
説
」
の
単
位
は
、
学
校
保
健
及
び
養
護
概
説
の
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
修
得
す
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
単
位
数
が
一
単
位
で
あ
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
は
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
に
応
じ
、
免
許
法
施

行
規
則
第
九
条
の
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

五

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
九
条
の
表
の
備
考
第
六
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

五

免
許
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

管
理
栄
養
士

栄
養
に
係
る

養
護
教
諭
・

養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科

最
低
修
得
単
位
数

学
校
指
定
規

教
育
に
関
す

栄
養
教
諭
の

目
等
の
内
容

則
（
昭
和
四

る
科
目

教
育
の
基
礎

十
一
年
文
部

的
理
解
に
関

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時

、

省
・
厚
生
省

す
る
科
目
等

す
る
科
目

間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導

令
第
二
号
）

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

別
表
第
一
に

掲
げ
る
教
育

内
容
に
係
る

科
目

栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状

三

三
二

二

六

二

二

四
〇

四

二
八

二

五

二

二

三
五

五

二
四

二

四

一

二

三
〇

六

二
〇

二

三

一

一

二
五

七

一
六

一

三

一

一

二
〇

八

一
二

一

二

一

一

一
五
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九

七

一

二

一

一

一
〇

免
許
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状

二

六

二

二

八

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
教
育
内
容
に
係
る
科
目
の
欄
、
栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基

礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
に
つ

い
て
は
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
教
育
内
容
に
係
る
科
目
の
単
位
は
、
同
表
の
教
育
内
容
の
欄
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
単
位
数
の
欄
に
掲
げ
る
単
位
数

を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す
る
科
目
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
条
の
表
の
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す
る
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
含
む
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る

も
の
と
す
る
。

四

養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
は
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
に
応
じ
、
免
許
法
施

行
規
則
第
十
条
の
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
の
事
項
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

七

免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
四
号
及
び
第
十
八
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る

有
す
る
こ
と
を
必

最
低
在
職

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

免
許
状
の
種
類

要
と
す
る
免
許
状

年
数
に
加

え
る
在
職

教
科
に
関
す

保
育
内
容
の

各
教
科
の
指

道
徳

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導

大
学
が
独
自
に
設

、

、

年
数

る
専
門
的
事

指
導
法
に
関

導
法
に
関
す

教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

定
す
る
科
目

項
に
関
す
る

す
る
科
目

る
科
目

科
目

道
徳
の
理
論

生
徒
指
導
の

教

育

相

談

進
路
指
導
及

及
び
指
導
法

理
論
及
び
方

（
カ
ウ
ン
セ

び
キ
ャ
リ
ア

法

リ

ン

グ

に

教
育
の
理
論

関
す
る
基
礎

及
び
方
法

的
な
知
識
を

含
む

）
の

。

理
論
及
び
方

法

幼
稚
園
教
諭
の
二

小
学
校
教
諭
の
普

一

三
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種
免
許
状

通
免
許
状

小
学
校
教
諭
の
二

幼
稚
園
教
諭
の
普

一

七

一

二

種
免
許
状

通
免
許
状

二

五

一

一

中
学
校
教
諭
の
普

一

七

二

通
免
許
状

二

五

一

中
学
校
教
諭
の
二

小
学
校
教
諭
の
普

一

七

二

二

種
免
許
状

通
免
許
状

二

五

一

二

三

五

一

一

高
等
学
校
教
諭
の

一

一

一

一

三

普
通
免
許
状

二

一

一

一

二

高
等
学
校
教
諭
の

中
学
校
教
諭
の
普

一

一

二

六

一
種
免
許
状

通
免
許
状
（
二
種

免
許
状
を
除
く

二

一

一

四

。
）

備
考一

最
低
在
職
年
数
に
加
え
る
在
職
年
数
と
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
実
務
証
明
責
任
者
の
証
明
を
有
す
る
在
職
年
数
を
い
う
。

（

。
）

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
及
び
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
を
除
く

の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
よ
り
修
得
す
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
科
目
の
数
が
最
低
修
得
単
位
数
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
最
低
修
得
単
位
数
を
必
要
と
す
る
科
目
の
数
と
す
る
。

四

小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
表
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る
教
科
に
つ
い
て
、

次
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
単
位
数
（
以
下
「
必
要
単
位
数
」
と
い
う

）
が
七
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
り
四
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に

。

関
す
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
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四
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
単
位
数
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

（イ）

四
の
教
科
の
う
ち
、
三
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
。

五
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
単
位
数
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

（ロ）

修
得
す
る
教
科
の
う
ち
、
二
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
。

ロ

必
要
単
位
数
が
五
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
よ
り
三
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
五
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関

す
る
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
単
位
数
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

三
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
単
位
数
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

（イ）

三
の
教
科
の
う
ち
、
二
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
。

四
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
単
位
数
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

（ロ）

四
の
教
科
の
う
ち
、
一
以
上
の
教
科
の
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
。

八

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

番
号

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

す
る
科
目
の
内
容

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

科
目

科
目
等
又
は

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な
学

各
教
科
の
指

的
理
解
に
関

習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関

導
法
に
関
す

す
る
科
目

す
る
科
目

る
科
目

、

下
の
欄
に
掲
げ
る
部
分
以

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

外
の
も
の

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識

を
含
む

）
の
理
論
及
び
方

。

法
又
は
進
路
指
導
及
び
キ
ャ

リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法

に
係
る
部
分

一

一
〇

四

六

二

二

一

一
〇

二

三

四

六

二

二

一

一
〇

三

四

六

二

二

一

一
〇
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四

五

六

四

一

一

一

一
〇

五

一

四

六

三

二

一

一
〇

備
考一

番
号
の
欄
に
掲
げ
る
番
号
は
、
免
許
法
附
則
第
五
項
の
表
の
番
号
の
欄
に
掲
げ
る
番
号
と
す
る
。

二

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目

の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎

的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
及
び
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
二
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

九

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

基
礎
資
格

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

科
目

科
目
等
又
は

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は

各
教
科
の
指

的
理
解
に
関

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指

導
法
に
関
す

す
る
科
目

導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に

る
科
目

関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の
理
論
及
び

げ
る
部
分
以

方
法
、
教
育
相
談
（
カ

外
の
も
の

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す

る
基
礎
的
な
知
識
を
含

む

）
の
理
論
及
び
方

。
法
又
は
進
路
指
導
及
び

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論

及
び
方
法
に
係
る
部
分

高
等
学
校
に
お
い
て
看
護
実
習
、
家
庭

イ

三

五

五

二

一

一

一
〇

実
習
、
情
報
実
習
、
農
業
実
習
、
工
業
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実
習
、
商
業
実
習
、
水
産
実
習
、
福
祉

ロ

三

五

五

二

一

一

一
〇

実
習
又
は
商
船
実
習
を
担
任
す
る
教
諭

の
一
種
免
許
状

ハ

六

五

五

二

一

一

一
〇

ニ

三

五

五

二

一

一

一
〇

備
考一

基
礎
資
格
の
欄
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
免
許
法
附
則
第
九
項
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
基
礎
資
格
と
す
る
。

二

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目

の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎

的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
三
の
表
の
備
考
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

内
容

科
目

科
目
等
又
は

各
教
科
の
指

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る

導
法
に
関
す

的
理
解
に
関

科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な

る
科
目

す
る
科
目

学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等

に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
、
教
育
相

談
（
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に

関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を

含
む

）
の

。
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理
論
及
び
方

法
又
は
進
路

指
導
及
び
キ

ャ
リ
ア
教
育

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

一
〇

二
〇

二
四

八

六

四

一
六

九
〇

一
一

一
九

二
三

八

六

四

一
五

八
五

一
二

一
八

二
三

七

五

四

一
四

八
〇

一
三

一
七

二
〇

七

五

三

一
四

七
五

一
四

一
六

一
九

七

五

三

一
三

七
〇

一
五

一
五

一
八

七

五

三

一
二

六
五

一
六

一
四

一
七

五

四

三

一
一

六
〇

一
七

一
三

一
五

五

四

三

一
〇

五
五

一
八

一
二

一
四

五

四

二

一
〇

五
〇

一
九

一
〇

一
三

四

三

二

九

四
五

二
〇

九

一
二

四

三

二

八

四
〇

二
一

八

一
〇

四

三

二

七

三
五

二
二

七

九

三

二

二

六

三
〇

二
三

六

八

三

二

一

五

二
五

二
四

五

七

三

二

一

五

二
〇

二
五

四

五

二

一

一

四

一
五

二
六

三

四

一

一

一

三

一
〇
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備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独
自

に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

単
位
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
及
び
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、

一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十
一

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

イ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

領
域
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

の
内
容

科
目

科
目
等
又
は

保
育
内
容
の

教
育
の
基
礎

保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す

指
導
法
に
関

的
理
解
に
関

る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的

す
る
科
目

す
る
科
目

な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

幼
児
理
解
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
又
は
教
育

相
談
（
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ

に
関
す
る
基

礎
的
な
知
識

を
含
む

）
。

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

改
正
法
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の
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幼
稚
園
教
諭
の
二
種
免
許
状

三

五

五

一

二

一

一
五

四

一

九

二

四

一

一
〇

改
正
法
附
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

幼
稚
園
教
諭
の
二
種
免
許
状

一

五

五

一

二

一

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独

自
に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科

目
の
欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す

る
。

、

、

二

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
保
育
内
容
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
及
び
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は

一
の
イ
の
表
の
備
考
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ロ

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
以
外

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
、
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

容

科
目

科
目
等
又
は

各
教
科
の
指

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る

導
法
に
関
す

的
理
解
に
関

科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な

る
科
目

す
る
科
目

学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等

に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
、
教
育
相

談
（
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に
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関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を

含
む

）
の

。

理
論
及
び
方

法
又
は
進
路

指
導
及
び
キ

ャ
リ
ア
教
育

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

改
正
法
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状

三

五

五

一

二

一

一
五

四

一

八

二

四

一

一

一
〇

中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状

三

一
〇

一
五

四

三

六

二

一

一

一

一
〇

改
正
法
附
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状

一

五

五

一

二

一

一
〇

改
正
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
係
る
も
の

小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状

五

五

五

一

二

一

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独
自

に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
及
び
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、

一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十
二

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法
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受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

養
護
に
関
す

養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容

養
護
教
諭

養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の

最
低
修
得
単

る
科
目

・
栄
養
教

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関

位
数

諭
の
教
育

す
る
科
目
等
の
内
容

の
基
礎
的

理
解
に
関

す
る
科
目

等

衛
生
学
・

「
学
校
保

栄
養
学

食

看
護
学

臨

教
育
の
基
礎

道
徳
・
総

（

（

公
衆
衛
生

健
、
養
護

品
学
を
含

床
実
習
及

的
理
解
に
関

合
的
な
学

学
（
予
防

概
説
」

む

）

び
救
急
処

す
る
科
目

習
の
時
間

。

医
学
を
含

置

を

含

等
の
内
容

む

）

む

）

及
び
生
徒

。

。

指
導
、
教

育
相
談
等

に
関
す
る

科
目

養
護
教
諭
の
二
種
免
許
状

三

六

一

一

一

一

二

一

一

一
〇

備
考

、

。

一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は

養
護
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
欄
に
つ
い
て
は
、
養
護
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
し
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基

礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
欄
に
つ
い
て
は
、
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

養
護
に
関
す
る
科
目
及
び
養
護
教
諭
・
栄
養
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
四
の
表
の
備
考
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十
三

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類

在
職
年
数

修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
科
目
及
び
単
位
数

教
科
に
関
す

教
諭
の
教
育

教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す

最
低
修
得
単
位
数

る
専
門
的
事

の
基
礎
的
理

等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

る
科
目

項
に
関
す
る

解
に
関
す
る

内
容

科
目

科
目
等
又
は

各
教
科
の
指

教
育
の
基
礎

各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
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導
法
に
関
す

的
理
解
に
関

科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な

る
科
目

す
る
科
目

学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等

に
関
す
る
科
目

下
の
欄
に
掲

生
徒
指
導
の

げ
る
部
分
以

理
論
及
び
方

外
の
も
の

法
、
教
育
相

談
（
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に

関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を

含
む

）
の

。

理
論
及
び
方

法
又
は
進
路

指
導
及
び
キ

ャ
リ
ア
教
育

の
理
論
及
び

方
法
に
係
る

部
分

看
護
師
養
成
施
設
の
う
ち
修
業
年
限
三
年
の
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
係
る
も
の

高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

四

一
〇

一
二

四

三

二

八

四
五

五

九

一
一

四

三

二

七

四
〇

六

八

一
〇

四

三

二

七

三
五

七

七

九

三

二

二

六

三
〇

八

六

七

三

二

一

五

二
五

九

五

六

三

二

一

四

二
〇

一
〇

四

五

二

一

一

四

一
五

一
一

三

四

一

一

一

三

一
〇

看
護
師
養
成
施
設
の
う
ち
修
業
年
限
二
年
の
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
係
る
も
の
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高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状

六

一
二

一
六

五

四

三

一
一

六
〇

七

一
一

一
五

五

四

三

一
〇

五
五

八

一
〇

一
四

五

四

二

九

五
〇

九

九

一
二

四

三

二

九

四
五

一
〇

八

一
一

四

三

二

八

四
〇

一
一

八

一
〇

四

三

二

七

三
五

一
二

七

九

三

二

二

六

三
〇

一
三

六

八

三

二

一

五

二
五

一
四

五

六

三

二

一

五

二
〇

一
五

四

五

二

一

一

四

一
五

一
六

三

四

一

一

一

三

一
〇

備
考一

最
低
修
得
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
欄
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
欄
及
び
大
学
が
独
自

に
設
定
す
る
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の

欄
に
つ
い
て
は
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
の
内
容
の
欄
に
掲
げ
る
各
区
分
ご
と
の
科
目
の
単
位
数
を
含
め
て
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
、
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
又
は
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
及
び
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、

一
の
ロ
の
表
の
備
考
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

「

教
科

教
職

養
護

栄
養

合
計

教
科

又
は

特
別

支
援

養
護

又
は

栄
養

又
は

教
職

教
育

教
職

教
職

様
式
第
一
号
中

を

修
得

単
位

数

」

「
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（

）

旧
課

程

教
科

教
職

養
護

栄
養

合
計

教
科

又
は

特
別

支
援

養
護

又
は

栄
養

又
は

教
職

教
育

教
職

教
職

修
得

単
位

数

に
改
め
る
。

（

）

新
課

程

合
計

教
科

及
び

特
別

支
援

養
護

及
び

栄
養

及
び

教
職

教
育

教
職

教
職

」

「

「

様
式
第
二
号
中

を

に
改
め
る
。

教
科

教
職

」

」

「

様
式
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
、

を
「

」
に

現
在

ま
で

の
修

得
単

位
願

現
在

ま
で

の
修

得
単

位
教

科
及

び
教

職
に

関
す

る
科

目
単

位
教

科
に

関
す

る
科

目
単

位

」

教
職

に
関

す
る

科
目

単
位

改
め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
及
び
免
許
状
更
新
講
習
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
前
に
お
い
て
、
同
令
に
よ

。

る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
（
教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
含
む

）
の
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る

）
に
相
当
す
る
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
及
び
免
許
状
更
新
講
習
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
科
目
の
単
位
を

。

。

、

、

、

、

、

、

修
得
し

施
行
日
以
降

当
該
単
位
を
用
い
て
別
表
第
二
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
単
位
を

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
の
修
得
単
位
数
か
ら
減
じ

道
徳

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目
又
は
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目
の
修
得
単
位
数
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

様
式
中

（mg

＼

）

を

「

血
清

尿
酸

Œ

」

（mg

＼

）

「

腎
機
能
検
査

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン

Œ

に
改
め
る
。

血
清

尿
酸

（mg

＼

）

Œ

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
一
表
Ａ
共
通
の
表
５
人
事
の
部
２
給
与
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

保
険
料
控
除
申
告
書
兼
配
偶
者
特
別
控
除
申
告
書

保
険
料
控
除
申
告
書

「

「

1
4

に
改
め
る
。

給
与
口
座
振
替
申
出
書

１
1
4

給
与
口
座
振
替
申
出
書

１

配
偶
者
控
除
等
申
告
書

７

」
を

1
5

」

「

「

第
一
表
Ｂ
教
育
政
策
の
表
１
人
事
の
部
１
総
括
の
項
中

を

に
改
め
、

岡
山
県
立
岡
山
操
山
高
校
生
自
殺
事
案
に
関

永

す
る
第
三
者
調
査
委
員
会

」

」

「

同
表
３
秘
書
広
報
の
部
６
指
定
統
計
調
査
の
項
中

を

指
定
統
計
調

１
指
定
統
計
調
査
総
括

査

」

「

９
国
に
対
す
る
提
案

３
基
幹
統
計
調

１
基
幹
統
計
調
査
総
括

に
改
め
、
同
表
４
教
育
企
画
の
部
２
総
合
企
画
の
項
中
「

」

査

」
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「

９
国

に
対

す
る

提
案

３
を

に
改
め
る
。

1
0

優
良

実
践

普
及

５

」

「

「

第
一
表
Ｃ
財
務
の
表
３
給
与
管
理
の
部
１
給
与
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
７

５
７

」

」

「

「

第
一
表
Ｅ
高
校
教
育
の
表
１
総
括
の
部
８
研
修
の
項
中

を

に
、

主
幹

教
諭

の
企

業
研

修
３

」

」

「

「
を

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
０

３

」

」

Ｃ
キ

リ
ア

教
１

キ
リ

ア
教

育
総

括
３

ャ
ャ

育

「

第
一
表
Ｅ
高
校
教
育
の
表
３
指
導
の
部
１
国
際
理
解
教
育
の
項
中

を

６
グ

ロ
バ

ル
化

に
対

応
し

た
教

育
３

ー

」

「

６
グ

ロ
バ

ル
化

に
対

応
し

た
教

育
３

ー

に
改
め
、
同
表
５
管
理
の
部
Ｌ
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
の
項
中

７
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

５

８
岡

山
型

ス
パ

グ
ロ

バ
ル

ハ
イ

ス
ク

５
ー

ー
ー

ー
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ル

」

「

「

を

に
改
め
、
同
部
Ｏ
調
査
研
究
の
項
中

４
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

５
４

高
等

学
校

魅
力

化
推

進
事

業
５

５
地

域
学

３

」

」

「

「

を

に
改
め
る
。

１
調

査
研

究
総

括
５

１
調

査
研

究
総

括
５

２
遠

隔
教

育
シ

ス
テ

ム
研

究
事

業
３

」

」

「

第
一
表
Ｆ
保
健
体
育
の
表
１
総
括
の
部
Ｂ
補
助
金
の
項
中

を

２
地

域
ス

ポ
ツ

振
興

費
５

ー

」

「

に
改
め
る
。

２
地

域
ス

ポ
ツ

振
興

費
５

ー

３
部

活
動

指
導

員
配

置
事

業
５

」
「

第
一
表
Ｇ
生
涯
学
習
の
表
１
総
括
の
部
５
社
会
教
育
指
導
員
の
項
中

を

５
社

会
教

育
指

１
社

会
教

育
指

導
員

総
括

３

導
員

」

「

に
改
め
、
同
表
２
振
興
の
部
２
国
庫
補
助
の
項
中

５
１

」
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「

「

家
庭

教
育

支
援

基
盤

形
成

事
業

補
助

金
５

放
課

後
子

ど
も

プ
ラ

ン
推

進
事

業
費

補
助

金
中

高
生

を

に

「

」
を
「

、

」

」

「

」
に
改
め
、
同
部
３
県
費
補
助
の
項
中

を

が
活

躍
！

お
か

や
ま

創
生

を
支

え
る

人
づ

く
り

推
進

事
業

１

」

「

「

３
１

日
本

ス
カ

ウ
ト

ジ
ン

ボ
リ

派
遣

費
補

助
５

ャ

に
改
め
、
同
表
３
企
画
推
進
の
部
１
生
涯
学
習
支
援
の
項
中

ー

ー

を

金
生

涯
学

習
ネ

ッ
ト

ワ
ク

」

」

「

障
害

者
の

生
涯

学
習

５
学

校
支

援
地

域
本

部
地

域
学

校
協

働
本

部
親

育
ち

応
援

学

に
改
め
、
同
表
４
社
会
教
育
の
部
１
家
庭
・
地
域
教
育
の
項
中
「

」
を
「

」
に

「、

」

「
親

の
グ

ド
ス

タ
ト

事
業

５
1
6

ッ
ー

ー

ー

」
を
「

」
に
、

を

習
リ

ダ
養

成
講

座
訪

問
型

家
庭

教
育

支
援

推
進

事
業

1
7

親
育

ち
応

援
隊

！
家

庭
教

育
支

援
チ

ム
５

ー

」

「

1
6

に
改
め
る
。

1
7

」

第
一
表
Ｈ
文
化
財
の
表
２
文
化
財
保
護
の
部
６
補
助
金
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

国
指

定
重

要
文

化
財

等
保

存
整

備
費

国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
費

「

第
一
表
Ｉ
福
利
の
表
４
健
康
管
理
の
部
１
労
働
安
全
衛
生
の
項
中

を

６
産

業
医

３

」
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「

に
改
め
る
。

６
産

業
医

３

７
災

害
対

応
３

」「

第
一
表
Ｌ
人
権
教
育
の
表
２
企
画
推
進
の
部
２
人
権
教
育
推
進
の
項
中

1
3

を

落
ち

着
い

た
学

級
づ

く
り

支
援

事
業

５

」

「

落
ち

着
い

た
学

級
づ

く
り

支
援

事
業

５
1
3

1
4

に
改
め
る
。

ア
プ

リ
を

利
用

し
た

匿
名

に
よ

る
い

じ
め

等
５

の
相

談
・

報
告

シ
ス

テ
ム

活
用

事
業

」

第
一
表
Ｎ
義
務
教
育
の
表
２
指
導
の
部
２
国
庫
補
助
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
部
３
県
費
補
助
の
項
中

コ
ミ

ニ
テ

・
ス

ク
ル

導
入

等
促

進
事

業
コ

ミ
ニ

テ
・

ス
ク

ル
推

進
体

制
構

築
事

業
ュ

ィ
ュ

ィ
ー

ー

「

「

に
改
め
る
。

１
教

育
研

究
推

進
補

助
事

業
５

１
教

育
研

究
推

進
補

助
事

業
５

を
２

チ
レ

ン
ジ

・
ワ

ク
５

ャ
1
4

ー

」

」

第
二
表
１
共
通
の
表
５
人
事
の
部
２
給
与
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

保
険

料
控

除
申

告
書

兼
配

偶
者

特
別

控
除

申
告

書
保

険
料

控
除

申
告

書

「

「

2
9

を

に
改
め
る
。

旅
費

口
座

振
替

申
出

書
１

2
9

旅
費

口
座

振
替

申
出

書
１

配
偶

者
控

除
等

申
告

書
７

」

3
0

」

「

第
二
表
２
教
育
事
務
所
の
表
２
総
務
の
部
１
総
括
の
項
中

を

３
学

割
証

３

」
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「

に
改
め
、
同
部
５
給
与
支
給
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

３
保

険
料

控
除

申
告

書
兼

配
偶

者
特

別
控

除
申

告
書

保
険

料
控

除
申

告
書

」

「

「

2
9

を

に
改
め
、
同
表
３
教
職
員
の
部
３
服
務
の
項
中

個
人

番
号

届
出

書
３

29
個

人
番

号
届

出
書

３

配
偶

者
控

除
等

申
告

書
７

」

3
0

」

「

９
服

務
総

括
５

「

を

10

に
改
め
、
同
表
４
学
校
支
援
の
部
４
教
科
指
導
の
項
中

９
服

務
総

括
５

働
き

方
改

革
５

不
祥

事
防

止
対

策
５

」

1
1

」

「

１
教

科
指

導
総

括
５

「

を

に
改
め
、
同
表
５
生
涯
学
習
の
部
Ｃ
補
助
・
委
託
事
業
の

１
教

科
指

導
総

括
５

２
道

徳
教

育
５

３
外

国
語

教
育

５

」

」

「

項
中
「

」
を
「

」
に
、

1
7

を

親
育

ち
応

援
隊

！
家

庭
教

育
支

援
チ

ム
推

進
事

業
訪

問
型

家
庭

教
育

支
援

推
進

事
業

親
の

グ
ド

ス
タ

ト
事

業
５

ッ
ー

ー

」

「

1
7

に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

、

学
校

支
援

地
域

本
部

地
域

学
校

協
働

本
部

」

「

４
年

経
験

者
研

修
講

座
３

1
0
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５
５

年
経

験
者

研
修

講
座

３

第
二
表

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
表
３
教
育
経
営
の
部
１
経
験
年
数
別
研
修
の
項
中

1
5

を

６
年

経
験

者
研

修
講

座
３

14

７
２

年
目

研
修

講
座

３

８
３

年
目

研
修

講
座

３

」

「

１
所

員
研

究
総

括
３

「

４
３

２
個

人
研

究
３

1
6年

目
研

修
講

座

に
改
め
、
同
表
４
教
科
教
育
の
部
１
所
員
研
究
の
項
中

を

５
２

年
目

研
修

講
座

３
３

共
同

研
究

３

６
３

年
目

研
修

講
座

３
４

理
科

指
導

資
料

３

７
中

堅
教

諭
等

資
質

向
上

研
修

講
座

３
５

プ
ロ

ジ
ク

ト
研

究
３

ェ

６
教

育
研

究
発

表
大

会
３

」

」

「

１２
に
改
め
、
同
部
中
４
交
換
教
員
の
項
を
削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３４
理

科
指

導
資

料
３

５６

」

７
情

報
提

供
１

カ
リ

キ
ラ

ム
サ

ポ
ト

セ
ン

タ
５

ュ
ー

ー

「
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を

１
情

報
提

供
総

括
５

14

２
カ

リ
キ

ラ
ム

サ
ポ

ト
セ

ン
タ

５

第
２
表

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
表
７
情
報
教
育
の
部
３
情
報
提
供
の
項
中

ュ
ー

ー

」

「

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
情

報
提

供
総

括
５

」

４
所

員
研

究
１

所
員

研
究

総
括

３

２
個

人
研

究
３

３
共

同
研

究
３

４
プ

ロ
ジ

ク
ト

研
究

３
ェ

５
教

育
研

究
発

表
大

会
３

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
年
度
以
降
に
お
い
て
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
。
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